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       ■ 厚労省人事労務マガジン／第１号 （創刊号）■ 

========================================================================== 

 

厚労省人事労務マガジンの創刊に当たって 

 

                        厚生労働大臣  細川 律夫 

 

 厚労省人事労務マガジンの創刊に当たり、ご挨拶申し上げます。 

 

 皆さまには、日ごろの厚生労働行政へのご理解とご協力に心からお礼を申し上げ 

ます。 

 

 昨年９月の政権交代以来、生活者の立場に立つ信用される厚生労働省を目指して 

取り組んでまいりました。 

 

 その中で、厚生労働省は情報発進力が弱いという課題があることが分かりました。 

厚生労働行政はその範囲が広く、内容も複雑なので、国民の皆さまに分かりやすく 

情報をお伝えすることが必要ですが、その取り組みが不十分です。 

 

 その改善の一環として、企業の皆さまのお役に立てる人事・労務関係の情報をお 

届けするため、「厚労省人事労務マガジン」として配信することといたしました。 

 

 原則毎月第１水曜日には、法律改正、助成金等の制度改正、労務管理に必要な情 

報、雇用情勢などをお届けいたします。このほか、急いで情報をお届けする必要が 

あるものについては、随時提供いたします。 

 

 皆さまのご意見をいただきながら、役に立つ情報を配信し、より良いメルマガを 

作っていきますので、ご愛読いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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♪♪ 目次 ♪♪ 
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▼厚労省人事労務マガジンの創刊に当たって（細川律夫厚生労働大臣挨拶） 

 

【トピックス】 

 

▼今月の雇用情勢 

 

▼労働者の労働条件の確保・改善のために：(1)雇い入れ時の留意点 

 

▼今月の助成金：(1)「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」および 

                  「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」 

 

【最近の動き】 

 

▼地域別最低賃金額が改定されます 

 

▼新成長戦略に向けた３段構えの経済対策が策定されました 

 

▼全国に新卒応援ハローワークを設置しました 

 

▼「有期労働契約研究会報告」がまとまりました 

 

▼労働基準監督署内の課名を分かりやすく変更しました 
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【トピックス１】 今月の雇用情勢 
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 10月１日に公表された８月の完全失業率は前月より 0.1 ポイント低下して 5.1％、 

有効求人倍率は 0.01 ポイント上昇して 0.54 倍となりました。 

 

 このように雇用情勢は、持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状 

況にあります。 

 

 特に、学校を卒業しても就職できない若者の失業者が、前年に比べ３万人増え 

15 万人となるなど、厳しい状況です。 



 

「労働力調査」 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm （総務省） 

 

「一般職業紹介状況」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000she4.html  
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【トピックス２】 労働者の労働条件の確保・改善のために：(1)雇い入れ時の留意点  
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 企業の人事・労務担当者の方々の労務管理に役立つよう、雇い入れ時から退職時 

までの法律や実務の基礎的な知識を順に解説していきます。 

 

 今回は、労働条件の決定と明示について、解説します。 

 

（１）労働条件の決定について 

 ポイント 労働条件は、使用者と労働者が対等の立場で決定すべきものです 

      （労働基準法第２条、労働契約法第３条）。 

 

（２）労働条件の明示について 

 ポイント 

 ○ 以下の労働条件は書面で明示してください（労働基準法第 15 条）。 

  ・ 労働契約の期間（期間の定めの有無、定めがある場合はその期間） 

  ・ 就業の場所・従事する業務の内容 

  ・ 労働時間に関する事項（始業・就業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、 

    休暇等） 

  ・ 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項 

  ・ 退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

 

 ○ その他明示すべき労働条件の内容 

  ・ 昇給に関する事項 

  ・ 退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業 

    用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職等に関する事項 

 



 労働条件通知書のモデル様式につきましては、厚生労働省ホームページに掲載し 

ていますので、ご活用ください。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/f.pdf  

 

※労働基準法第 15条に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます（労基法第 

 120条第１号）。 

 

 また、記載内容にご不明な点がございましたら、最寄りの都道府県労働局労働基 

準部監督課、労働基準監督署までお問い合わせください。 

 

 なお、９月末より、全国 47都道府県で、労働者の方などを対象に労働契約につい 

て説明するセミナー（無料）を開催しています。詳しくは以下をご覧ください。 

http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/etc20100809.html  
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【トピックス３】 今月の助成金：(1)「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励 

         金」および「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」のご案内 
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～３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金のご案内～ 

 

 この奨励金は、卒業後３年以内の大卒者なども対象とする新卒求人を、ハローワー 

クまたは新卒応援ハローワークに提出し、既卒者を正規雇用した事業主の方に対し 

奨励金（100 万円）を支給するものです。 

 詳しくはハローワークまでお願いいたします。 

 

 パンフレットはこちら 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf  

 

（奨励金支給額） 

正規雇用での雇入れから６カ月経過後に、100万円を支給 

※ 奨励金の支給は同一事業主に１回（100 万円）限りとなります。 

 

（どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか） 

大学、大学院、短大、高専および専修学校などを卒業後３年以内の既卒者で、１年 



以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人。 

 

 

～３年以内既卒者トライアル雇用奨励金のご案内～ 

 

 卒業後も就職活動を継続中の既卒者の方[中学・高校・高専・大学（大学院、短 

大を含む）・専修学校などを卒業後３年以内の方]を正規雇用へ向けて育成するた 

めに、まずは有期雇用（原則３カ月）で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事 

業主の方に奨励金を支給します。 

 詳しくはハローワークまでお願いいたします。 

 

 パンフレットはこちら 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf  

 

 

（奨励金支給額） 

・有期雇用期間（原則３カ月）・・・対象者１人につき月額 10万円 

                        （最大 30万円） 

 

・有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ・・・対象者１人につき 50 万円 

                 （雇い入れから３カ月経過後に支給） 

 

※ 有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有 

 期雇用期間は奨励金の支給対象となります。 
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【最近の動き】地域別最低賃金の改定など 
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□■ 地域別最低賃金額が改定されます ■□ 

 都道府県ごとに定められる平成 22年度地域別最低賃金額が改定され、10月７日か 

ら 11月５日までの間に、都道府県ごとに順次適用されます。改定後の全国加重平均 

額は 730円、引上げ額は 17円となります。 

 

 都道府県ごとの最低賃金額と適用年月日は、次のホームページまたは、最寄りの 



都道府県労働局、労働基準監督署で確認できます。皆さまの地域の最低賃金額をチェ

ッ 

クして、賃金の支払いの際に違反にならないように注意してください。 

 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01  

（厚生労働省ホームページ） 

 

http://www.saiteichingin.info/  

（最低賃金に関する特設サイト） 

 

 

□■ 新成長戦略に向けた３段構えの経済対策が策定されました ■□ 

 円高、デフレへの緊急対応として、９月 10 日に「新成長戦略実現に向けた３段構 

えの経済対策」が閣議決定されました。雇用対策としては、新卒者に関する緊急対 

策、雇用創造・人材育成の取り組みの推進などが盛り込まれています。 

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/employ/dl/taisaku1-100910.pdf  

（対策の全文） 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r601.html  

（うち新卒者支援） 

 

※今月の助成金で紹介した２つの奨励金もこの対策に基づき創設されました。 

 

 

□■ 全国に新卒応援ハローワークを設置しました ■□ 

 厚生労働省では、上で紹介した「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」 

に基づき、新卒応援ハローワークを設置しました。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000sf7z.html  

 

□■ 「有期労働契約研究会報告」がまとまりました ■□ 

 ９月 10日、「有期労働契約研究会」（座長：鎌田耕一東洋大学法学部教授）の報 

告書が取りまとめられ、公表されました。 

 

 報告書は、有期労働契約の不合理・不適正な利用を防止するとの視点を持ちつつ、 



雇用の安定、公正な待遇を確保するためのルールなどについて検討すべき、として 

います。具体的には、契約締結事由の規制、更新回数や利用可能期間に関するルー

ル、 

雇い止めに関するルール、有期契約労働者と正社員との均衡待遇および正社員への 

転換など、幅広い論点について、課題を整理したものとなっています。 

 

 厚生労働省では、この報告書を受け、今後、有期労働契約のルールのあり方につ 

いて、検討を進めていきます。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000q2tz.html  

 

□■ 労働基準監督署内の課名を分かりやすく変更しました ■□ 

 10月から、労働基準監督署内の課名を業務内容に沿った名称に変更しました。利 

用者から問い合わせ先が分かりにくいと言ったご意見などがあったためで、名称変 

更により、国民サービスの向上に努めます。 

 

 具体的には以下の通りです。なお、今回の変更は名称のみで、担当業務、受付窓 

口などの変更はありません。 

 ３課体制の場合 

   第１課 → 監督課・・・（監督および庶務業務担当） 

   第２課 → 安全衛生課・・・（安全衛生業務担当） 

   第３課 → 労災課・・・（労災業務担当） 

 

 ２課体制の場合（※） 

   第１課 → 監督課・・・（監督および庶務業務担当） 

   第２課 → 労災・安衛課・・・（労災および安全衛生業務担当） 

 

  ※ 労働基準監督署によっては、監督・安全課および労災課となる場合があり 

   ます。 

 

========================================================================== 

 

★配信停止の手続き  https://krs.bz/roumu/m?f=8  

★バックナンバー   http://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/index.html  

★登録に関するお問い合わせ  https://krs.bz/roumu/m?f=11  

★メルマガの内容に関するお問い合わせ（厚労省ホームページ 国民の声へリンク） 

  https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html  



★編集：厚生労働省 

 

●登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の方が間違えて登 

 録した可能性がありますので、配信停止の手続きをお願いします。 

●携帯メールなどには対応しておりません。 

●可能であれば等幅フォントにてご覧ください。 

●許可なく転載することを禁じます。 

 

========================================================================== 

 

＜新着情報／緊急情報配信サービスのご案内＞ 

厚生労働省では、厚生労働省ホームページの新着情報欄、緊急情報欄に掲載された 

情報をメールにて配信するサービスを行っています。併せてご利用ください。 

□お申し込みはこちら  http://www.mhlw.go.jp/shinchakukinkyu/index.html  

 

＜ツイッターのご案内＞ 

厚生労働省では、インターネット上のミニブログサービス「ツイッター」で、国民 

の皆様につぶやいています。併せてご利用ください。 

□お申し込みはこちら  http://twitter.com/MHLWitter  

 

＜メールマガジン労働情報のご案内＞ 

（独）労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）では、自身の調査研究に関する情報 

や雇用・労働分野の最新ニュースを、週２回（水曜日と金曜日）、無料で配信して 

います。併せてご利用ください。 

□お申し込みはこちら  https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/jmm.htm  
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